
エアープロットシステムを使った居室は建築基準法施行令 20 条の 9 に基づく
「国土交通省大臣認定の居室」になります  

 

2010 年 10 月吉日 

 

弊社で取り扱っております「白金担持超光触媒エアープロット®」につきまして、同製品を使用し

た「エアープロットシステム」が 2010 年 9 月 29 日に建築基準法施行令 20 条 9 の大臣認定を取得

したことをご案内いたします。 

エアープロットは居室空間に浮遊するシックハウスの原因物質を分解します。この分解能力が建

築基準法施行令 20 条 9 で定められた基準を満たすものとして、「国土交通大臣認定の居室」とし

て認定されました（国土交通大臣認定番号 RLFC-0004 ⁹ 

今回の認定を受けて、国からも認められたシックハウス対策を施した「国土交通大臣認定の居室」

として、お客様にアピールすることが可能となります。 

 

今回の国土交通大臣の認定について 

建築基準法施行令 20 条の 9（居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的な特例） 

前 2 条規定は、1 年を通じて、当該居室内の人が通常活動することがそうていされる空間のホルムアルデヒド

の量を空気 1 ㎡に付きおおむね 0.1mg 以下に保つことが出来るものとして、国土交通大臣の認定を受けた居

室については適用しない。 

前 2 条規定とは下記を指します。 

・建築基準法施行令 20 条の７： 

（居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準） 

・建築基準法施行令 20 条の８： 

 （居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準） 

 

大臣認定対象 

名称「エアープロットシステム」   国土交通大臣認定番号：RLFC-0004 

１） 塗布する居室があること 

２） エアープロット N を窓ガラスの内側に塗布すること 

３） 株式会社ゼンワールド（静岡県静岡市）において施工者講習を受けること 

この３つを組み合わせて「エアープロットシステム」になります。 

 

特徴 

１） シックハウスの原因物質が基準値以下になる 

２） 付帯条件 

Õ 機械換気の回数が 0.5 回／h から 0.4 回／h となる 

Õ トイレ等で使用すれば特別な機械換気は不要 

３） 使用する建材は建築基準法に従う 

   

※ 同大臣認定の取得（現在有効なもの）は、ＷＢ工法に続いて２例目となります。また、
製品を使用したものでの大臣認定は、エアープロットが唯一となります。 

 

 

＜この件についてのお問合わせ先＞： 

株式会社アイブルーム（ゼンワールドイノベーティブ事業部） 担当：高橋 

TEL：03-3403-5126  または  お問合わせフォームよりご連絡下さい 


